
本
稿
で
は
、
幕
末
に
江
戸
町
奉
行
を
三
度
勤
め
た
池
田
頼
方
の
書
状
を
紹
介
す

る
。
こ
の
書
状
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
「
播
磨
新
宮
池
田
家
記

録
」
の
な
か
の
一
点
で
あ
る
。
こ
の
文
書
群
は
史
料
編
纂
所
が
一
九
四
〇
年
に
学
術

支
援
財
団
法
人
啓
明
（
（
（
会
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
播
磨
新
宮
池
田
家
と
い
う

旗
本
家
文
書
を
主
と
す
る
。
た
だ
し
、
淀
稲
葉
家
な
ど
別
出
所
の
文
書
も
幾
分
か
混

じ
っ
て
お
り
、
混
入
が
想
定
さ
れ
る
（
横
山
伊
徳
氏
・
高
山
慶
子
氏
か
ら
の
ご
教

示
）。播

磨
新
宮
池
田
家
は
、
岡
山
池
田
家
の
分
家
の
一
つ
で
あ
り
、
元
和
元
年
（
一
六

一
五
）
に
は
摂
津
国
に
一
万
石
を
宛
行
わ
れ
、
同
三
年
に
播
磨
国
揖
東
郡
に
転
封
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
当
初
は
一
万
石
の
大
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寛
文
一
〇
年
（
一

六
七
〇
）
に
当
主
邦
照
が
一
三
歳
で
死
去
す
る
と
知
行
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
弟
重し
げ

教た
か

が
新
規
に
三
千
石
を
下
さ
れ
寄
合
を
仰
せ
付
け
ら
れ
（
（
（
た
。
こ
の
た
め
旗
本
で
あ
り
な

が
ら
領
地
で
あ
る
播
磨
国
揖
東
郡
新
宮
に
陣
屋
を
持
ち
、
そ
こ
に
家
臣
団
が
居
住
し

て
い
た
。

池
田
頼
方
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
江
戸
下
谷
三
ノ
輪
の
屋
敷
に
生
ま

れ
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
一
一
歳
で
家
督
相
続
、
文
政
五
年
（
一
八
二

二
）
に
四
ツ
谷
口
門
衛
を
拝
命
し
た
の
ち
、
赤
坂
口
門
衛
・
火
事
場
見
廻
り
役
、
さ

ら
に
寄
合
肝
煎
役
を
経
て
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
西
丸
目
付
役
に
転
任
、
そ

の
後
浦
賀
奉
行
・
奈
良
奉
行
・
普
請
奉
行
・
勘
定
奉
行
公
事
方
を
歴
任
し
た
の
ち
、

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
三
月
三
〇
日
に
町
奉
行
（
南
）
に
就
任
し
た
。
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
六
月
二
六
日
ま
で
町
奉
行
を
勤
め
た
。
そ
の
後
海
防
掛
大
目
付
を
経

て
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
一
〇
月
九
日
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
五
月
二

六
日
ま
で
が
二
回
目
の
町
奉
行
就
任
期
間
、
さ
ら
に
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月

六
日
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
六
月
二
九
日
ま
で
が
三
回
目
の
町
奉
行
就
任
期

間
と
な
（
（
（
る
。

以
上
が
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
書
状
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
情
報
で

あ
る
。

【 

翻
　
刻 

】（
／
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
原
文
書
で
の
改
行
を
示
す
）

播
磨
新
宮
池
田
家
記
録
六-

二
九
五

「（
書
状
表
書
）

五
兵
衛
殿　
　

播
磨
守
」

追
々
秋
冷
相
募
候
処
、
／
無
障
被
相
勤
、
い
か
計
か
／
大
慶
目
出
度
存
、
扨
者
／
其

地
も
人
少
ニ
相
成
、
扨
々
こ
の
節
／
心
配
を
掛
、
厚
々
大
義
至
極
ニ
／
存
候
、
①
然

者
勘
右
衛
門
事
も
／
至
極
当
時
勤
馴
用
／
弁
も
宜
相
成
候
間
、
安
堵
可
／
被
致
候
、

扨
者
当
地
小
源
太
／
年
来
之
不
束
至
極
有
も
／
是
迄
厚
々
勘
気
存
居
候
／
処
、
当
夏

以
来
別
而
之
／
不
届
品
々
承
り
込
候
事
／
も
有
之
、
何
分
難
捨
置
事
ニ
／
相
成
、
元
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ト
ゟ
六
ケ
敷
／
仁
物
、
漸
々
是
迄
不
思
議
ニ
／
勤
居
候
事
ニ
而
、
此
度
者
／
斯
之
次

第
ニ
成
行
、
是
者
／
当
然
之
事
ニ
而
、
誰
壱
人
／
申
サ
ハ
気
毒
と
申
者
も
／
無
之
程

之
次
第
、
右
ニ
而
／
勘
却
可
被
致
候
、
扨
又
孫
／
安
太
郎
事
も
折
々
之
／
病
気
扨
々

心
痛
致
候
処
、
／
此
度
者
全
快
ニ
者
相
成
度
共
、
一
躰
へ
千
（
浅
薄
カ
）
□
／
之
生
質
ニ
付
、
来

春
ハ
／
目
出
度
帰
国
可
申
付
／
候
間
、
安
心
可
被
致
候
、
②
⒜
当
地
も
／
昨
年
十
月

大
震
ニ
而
／
市
中
武
家
共
誠
ニ
大
変
之
／
次
第
引
続
、
御
用
番
／
誠
ニ
不
容
易
取
計

向　

／
御
命
を
蒙
り
、
人
し
ら
ぬ
／
大
心
配
い
た
し
、
漸
々
兌
々
少
々
／
武
家
市
中

共
か
や
ニ
納
り
／
候
処
、
去
月
廿
五
日
之
大
風
雨
ニ
而
、
又
々
市
中
／
武
家
共
大
変

ニ
相
成
、
此
度
者
実
ニ
格
外
之
厳
命
／
ニ
而
、
自
分
共
諸
式
其
外
共
／
下
落
ニ
不
相

成
候
ハ
ヽ
、
急
度
／
御
沙
汰
も
可
有
之
趣
之
御
書
付
／
伊
勢
守
殿
・
備
中
守
殿
ゟ
／

被
仰
渡
、
其
以
来
実
々
心
痛
／
品
々
取
調
等
ニ
取
掛
候
処
、
⒝
此
度
者
海
面
之
大
荒

ニ
而
／
廻
船
数
十
艘
之
難
船
、
／
下
り
船
甚
無
数
ニ
相
成
、
諸
品
／
払
底
ニ
相
成
候

間
、
何
分
／
十
分
ニ
行
届
か
た
く
、
是
ニ
者
／
深
心
配
致
候
処
、
⒞
任
命
ニ
／
此
方

取
調
ハ
諸
式
調
、
／
同
役
方
ハ
手
間
賃
取
／
調
ニ
相
成
候
処
、
⒟
存
外
ニ
材
木
／
其

外
共
市
中
沢
山
ニ
有
之
、
／
聊
差
支
無
之
、
只
々
屋
根
／
板
ハ
少
し
も
無
之
、
急
場

之
／
凌
付
急
候
ニ
付
、
苫
・
む
し
ろ
／
世
話
致
候
処
、
是
ハ
近
在
ゟ
／
追
々
沢
山
ニ

有
候
而
、
先
々
大
キ
ニ
／
世
話
之
宜
敷
も
有
之
、
／
大
慶
致
候
、
其
外
諸
式
荷
物
／

魚
類
畑
も
の
ニ
至
迄
之
／
掛
り
ニ
而
、
扨
々
当
惑
い
た
し
候
、
／
⒠
公
事
訴
訟
ハ
毎

月
々
凡
五
六
百
位
も
有
事
ニ
而
／
是
も
余
記
之
事
ニ
ハ
候
得
共
、
／
少
し
も
苦
に
は

不
相
成
、
是
者
／
頓
着
ハ
不
致
候
へ
共
、
物
価
／
調
ニ
者
扨
々
大
弱
り
、
殊
ニ
／
万

人
ゟ
品
々
之
風
評
も
／
請
候
取
調
ニ
而
、
腹
の
立
候
事
計
ニ
／
御
座
候
、
③
第
一
ニ

大
変
ハ
異
国
／
船
渡
来
、
誠
ニ
恐
入
候
事
之
／
成
行
、
下
田
・
箱
館
幷
／
長
崎
共
是

迄
も
御
国
禁
も
／
追
々
御
改
政
ニ
相
成
候
次
第
、
／
是
ニ
付
而
も
評
議
も
の
等
多
端

ニ
／
相
成
、
当
時
之
御
役
人
／
御
老
中
方
を
始
、
其
職
ニ
居
り
候
／
者
者
実
以
可
安

堵
与
／
思
ひ
を
な
し
候
者
無
之
、
／
御
時
政
と
ハ
乍
申
実
ニ
恐
入
候
／
次
第
ニ
相
成

候
、
此
者
御
所
置
／
如
何
ニ
相
成
候
哉
何
分
難
決
、
／
異
国
之
情
姿
何
分
御
取
計
、

／
極
々
六
ケ
敷
存
候
事
ニ
有
之
候

〇④
当
地
本
屋
敷
も
大
変
ニ
相
成
、
／
何
レ
追
々
新
規
普
請
ニ
も
／
取
掛
可
申
哉
、
来

春
頃
／
時
節
見
合
立
帰
り
ニ
も
／
一
寸
出
府
可
申
入
哉
と
も
存
候
間
、
／
左
様
承
知

可
有
之
、
参
候
／
頃
合
等
ハ
追
而
弥
取
極
ニ
而
／
可
申
、
⑤
追
々
此
度
小
源
太
／
跡

役
武
司
申
付
候
、
是
ハ
／
若
輩
ニ
者
候
へ
共
、
殊
之
外
／
御
役
向
用
弁
も
宜
敷
、
才

気
有
之
、
先
々
安
堵
致
候
、
右
ニ
付
／
目
安
方
人
物
無
之
、
／
佐
助
呼
ニ
遣
し
候

間
、
品
々
差
越
可
有
之
候
、
／
⑥
其
外
共
品
々
可
申
遣
度
（
マ
マ
）／
候
得
共
、
何
分
寸
暇
少

し
も
／
無
之
、
登　

城
前
一
寸
／
認
候
間
、
荒
増
可
申
進
候
、
／
猶
別
々
重
便
又
々

可
申
遣
候
、
頓
首

九
月
十
日

⑦�

尚
々
為
用
々
時
下
／
い
と
ゐ
可
被
申
候
、
其
地
も
／
品
々
心
配
多
ニ
存
候
、
／
作

柄
等
ハ
如
何
候
哉
、
去
月
／
廿
五
日
大
風
も
箱
根
ゟ
／
先
ハ
格
別
と
も
不
承
／
何

分
々
々
地
行
所
之
処
、
／
万
端
有
之
頼
入
候
／
家
内
共
一
同
無
事
ニ
候
哉
、
／

万
々
申
入
候
、
以
上

【 

解
　
説 

】

ま
ず
宛
先
と
年
代
を
説
明
す
る
。

宛
先
の
五
兵
衛
は
、
播
磨
新
宮
に
い
る
家
老
水
谷
五
兵
衛
で
あ
（
（
（
る
。

九
月
一
〇
日
の
年
代
は
、
波
線
部
「
昨
年
十
月
大
震
」「
去
月
廿
五
日
之
大
風

雨
」
が
手
掛
か
り
に
な
る
。
前
者
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
〇
月
二
日
の
江
戸

地
震
（
い
わ
ゆ
る
安
政
大
地
（
（
（
震
）、
後
者
は
安
政
三
年
八
月
二
五
日
の
東
日
本
台
（
（
（
風

を
指
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
書
状
の
年
代
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
書
状
は
、
地
震
と
台
風
と
い
う
連
続
複
合
災
（
（
（
害
の
直
後
に
、
江
戸

町
奉
行
池
田
頼
方
が
国
元
の
家
老
に
あ
て
て
書
い
た
書
状
で
あ
る
。

次
に
内
容
を
紹
介
す
る
。
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①
以
下
の
部
分
に
は
、
江
戸
の
家
臣
た
ち
の
勤
め
ぶ
り
が
記
し
て
あ
る
。
こ
の
な

か
で
、「
勘
右
衛
門
」
は
水
谷
勘
右
衛
門
で
、
家
老
水
谷
五
兵
衛
の
息
子
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
江
戸
の
公
用
人
で
あ
る
（
上
段
表
参
照
）。
勤
め
慣
れ
て
よ
い
と
こ
の

書
状
で
の
評
価
の
通
り
、
同
六
年
の
町
奉
行
再
勤
時
で
も
公
用
人
を
勤
め
て
い
（
（
（

る
。

「
小
源
太
」
は
、
富
田
小
源
太
。
上
段
の
表
の
通
り
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
以

来
の
公
用
人
で
あ
っ
た
が
、
何
か
不
祥
事
を
起
こ
し
た
ら
し
い
。「
勘
却
」
が
還
却

な
ら
、
頼
方
は
小
源
太
を
国
元
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
上
段
の
表
を

見
る
と
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
う
ち
に
公
用
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
（
（
（
る
。

「
孫
安
太
郎
」
は
水
谷
保
太
郎
で
、
宛
先
で
あ
る
家
老
水
谷
五
兵
衛
の
孫
、
公
用

人
水
谷
勘
右
衛
門
の
子
で
あ
（
（1
（

る
。
病
気
の
よ
う
で
来
春
は
帰
国
さ
せ
る
と
し
て
い

る
。
安
政
三
年
一
一
月
に
御
側
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
す
ぐ
に
は
帰
国
し
て
い
な

い
。
同
三
年
五
月
朔
日
に
「
祖
父
五
兵
衛
及
老
年
候
ニ
付
、
用
向
取
扱
之
義
惣
而
同

人
之
手
助
等
」
を
命
ぜ
ら
れ
た
か
ら
一
旦
は
こ
の
書
状
の
通
り
帰
国
し
た
模
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
安
政
七
年
二
月
若
殿
様
御
側
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
九
月
目
安

方
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
は
江
戸
で
数
年
勤
務
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ

の
後
は
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
一
〇
月
郡
方
見
習
・
元
締
見
習
と
い
う
経
歴
で

あ
る
か
（
（1
（
ら
、
播
磨
新
宮
に
帰
国
し
た
よ
う
で
あ
る
。

②
以
下
の
部
分
に
は
、
江
戸
の
状
況
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
。

⒜
以
下
の
小
部
分
で
は
、
安
政
二
年
一
〇
月
の
大
地
震
、
同
三
年
八
月
二
五
日
の

東
日
本
台
風
と
い
う
連
続
複
合
被
害
に
言
及
し
て
い
る
。
台
風
後
に
「
市
中
武
家
共

に
大
変
」
と
い
う
地
震
後
の
状
況
が
再
現
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
連
続
複
合

災
害
へ
の
対
応
と
し
て
物
価
そ
の
他
を
下
落
さ
せ
よ
と
い
う
「
厳
命
」、
す
な
わ
ち

老
中
阿
部
・
堀
田
の
仰
せ
渡
し
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
『
幕
末
御
触
書
集

成
』
四
三
三
六
「
備
中
守
殿
御
渡
」
の
「
覚
」
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

基
づ
き
『
江
戸
町
触
集
成
』
一
五
八
七
〇
の
町
触
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
町
触
を
は
じ
め
と
す
る
建
築
資
材
価
格
と
職
人
賃
金
統
制
策
つ
い
て
は
拙
稿
で
分
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表　町奉行池田頼方の内与力

年代 嘉永 7年 安政２年 安政３年正月 安政 3年中春 安政 6年

公用人

1 安井綿蔵（ママ） 1 安井綿作 1 水谷勘右衛門 1 水谷勘右衛門 1 水谷勘右衛門

2 冨田小源太 2 冨田小源太 2 冨田小源太 3 水谷武治 3 水谷武治

3 坂本折右衛門 3 坂本折右衛門 3 坂本折右衛門 2 坂本折右衛門 2 坂本折右衛門

目安方
1 水谷武次 1 水谷武次 1 水谷武次 2 和住佐助 2 田中陽吉

2 竹村次郎 2 高橋伝吉 2 寺村重太郎 1 寺村重太郎 1 寺村重太郎

取次
1 山村大六 1 山村大六 1 山村大六 1 山村大六 2 高崎玉堊

2 高橋伝吉 2 近藤東馬 2 近藤東馬 2 近藤東馬 1 近藤東馬

出典 江戸町鑒 江戸町鑑 江戸町鑑 泰平纏一覧 江戸町鑑

注 1：名前の頭に入れた数字は記載順．
注 2：各出典のDOIは以下の通り．2025 年 6 月 8 日アクセス．嘉永 7 年 https://doi.org/10.20730/100238649，
安政 2 年 https://doi.org/10.20730/100449786，安政 3 年正月 https://doi.org/10.20730/100424119，
安政 3 年中春 https://doi.org/10.20730/200004563，安政 6 年 https://doi.org/10.20730/100449720



析
し
（
（1
（
た
。
先
例
を
踏
襲
し
な
が
ら
請
書
・
調
査
・
処
罰
・
褒
賞
と
い
う
多
様
な
手
段

で
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
価
格
・
賃
金
と
も
に
高
騰
し
、
職

人
や
商
人
の
捕
縛
や
営
業
停
止
は
か
え
っ
て
復
旧
を
遅
ら
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
、
統
制
策
は
破
綻
と
評
価
し
た
。

小
部
分
⒝
で
は
、
廻
船
が
数
十
艘
難
破
し
た
た
め
諸
色
払
底
と
す
る
。「
安
政
風

聞
（
（1
（

集
」
に
は
東
海
地
方
沿
岸
で
大
小
の
船
多
数
破
損
の
記
述
が
、「
安
政
雑
（
（1
（

記
」
に

は
五
百
石
積
の
大
船
が
永
代
橋
に
衝
突
と
い
う
記
述
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
か
ら
、
廻
船

数
十
艘
難
破
と
い
う
の
は
あ
り
う
る
話
で
は
あ
る
。
そ
れ
が
物
価
騰
貴
の
原
因
の
一

つ
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
点
は
珍
し
い
。

⒞
の
小
部
分
か
ら
は
、
池
田
頼
方
が
物
価
調
査
、
井
戸
覚
弘
が
賃
金
調
査
と
い
う

町
奉
行
間
の
役
割
分
担
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。「
命
に
任
せ
」
と
い
う
読
み

が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
役
割
分
担
は
町
奉
行
同
士
の
取
り
決
め
で
は
な
く
、
上
位
者

の
命
令
で
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。

⒟
で
は
、
材
木
は
不
足
し
て
い
な
い
と
あ
る
。
屋
根
板
が
不
足
し
た
た
め
近
在
か

ら
苫
・
莚
で
屋
根
を
葺
い
た
と
い
う
。
注
12
拙
稿
一
五
七
～
一
五
八
頁
で
は
、「
屋

根
板
一
件
」
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
九
月
に
公
定
賃
金
を

守
ら
な
か
っ
た
屋
根
屋
が
、
三
〇
〇
人
と
記
さ
れ
る
ほ
ど
多
人
数
捕
縛
さ
れ
、
屋
根

葺
職
人
に
板
を
売
っ
た
商
人
も
多
数
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
浅
草
材
木

仲
買
勝
田
屋
茂
左
衛
門
は
こ
の
一
件
に
よ
り
半
年
間
の
営
業
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ

の
た
め
に
経
営
内
容
に
お
い
て
金
融
の
比
重
が
高
ま
る
と
い
う
影
響
を
受
け
た
。
こ

の
事
件
の
前
提
状
況
が
こ
の
部
分
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

紹
介
者
は
注
12
拙
稿
を
書
い
た
時
に
は
建
築
資
材
全
般
が
不
足
し
て
い
る
と
い
っ

た
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
よ
る

と
不
足
し
て
い
な
い
材
木
、
不
足
し
て
い
る
屋
根
板
と
そ
の
状
況
は
実
際
に
は
複
雑

で
あ
る
こ
と
が
新
た
に
判
明
し
た
。
ま
た
、
安
政
三
年
二
月
（
台
風
前
）
の
老
中
阿

部
の
産
物
会
所
提
案
に
対
す
る
否
定
的
な
町
奉
行
意
見
の
根
拠
と
な
っ
た
諸
色
掛
名

主
か
ら
の
報
告
で
は
、
板
材
木
類
に
つ
い
て
対
処
し
た
結
果
差
支
え
が
な
く
な
っ
た

と
し
て
い
（
（1
（
る
。
台
風
後
の
こ
の
書
状
で
は
材
木
は
足
り
て
い
る
が
屋
根
板
が
不
足
し

て
い
る
と
す
る
。
こ
の
部
分
か
ら
は
、
台
風
後
の
方
が
資
材
供
給
状
況
が
悪
化
し
て

い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
町
屋
の
屋
根
を
板
で
は
な
く
苫
・
莚

で
葺
け
ば
火
災
に
弱
く
な
る
。
安
政
期
に
大
火
が
多
（
（1
（
い
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

⒠
の
部
分
で
は
、
公
事
訴
訟
は
毎
月
五
六
百
ぐ
ら
い
も
あ
る
が
苦
に
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。
毎
月
の
件
数
が
過
大
で
あ
る
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
明
和
七
年

（
一
七
七
〇
）
と
時
期
は
八
〇
年
近
く
前
の
数
字
で
は
あ
る
が
、
一
年
間
に
町
奉
行

所
が
扱
っ
た
「
訴
訟
」
は
一
万
七
二
九
二
件
、「
公
事
」
が
七
九
六
一
件
、「
吟
味

物
」
が
二
四
三
件
と
い
う
か
（
（1
（
ら
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
数
字
は
妥
当
と
思
わ
れ

る
。
次
に
、
こ
こ
で
は
、
物
価
調
査
に
苦
労
し
て
お
り
、
風
評
に
立
腹
し
て
い
る
と

す
る
。
注
12
拙
稿
三
・
四
節
で
明
ら
か
に
し
た
賃
金
の
厳
し
い
統
制
か
ら
す
れ
ば
町

奉
行
に
対
す
る
批
判
的
風
評
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
本
人
の
「
大
弱
り
」
と
い

う
感
情
表
現
は
、
物
価
抑
制
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
町
奉
行
自
身
が
認
識
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
政
策
実
行
の
当
事
者
が
困
難
性
を
認
識
し
な
が
ら
政
策
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
政
策
の
硬
直
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

③
以
下
の
部
分
に
な
る
と
、
内
容
は
一
転
し
て
外
交
関
係
の
こ
と
と
な
る
。
長

崎
・
下
田
・
箱
館
の
三
港
の
開
港
後
、
評
議
が
多
く
、
老
中
以
下
安
堵
す
る
者
は
い

な
い
な
ど
、
対
処
の
決
定
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
。
八
月
初
め
老
中
阿
部
に
よ
る
貿

易
諮
（
（1
（

問
な
ど
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
年
の
前
半
で
は
頼
方
は
貿
易
に

消
極
的
で
あ
り
、
株
仲
間
を
排
除
す
る
よ
う
な
国
産
政
策
に
は
反
対
で
あ
っ
た
（
横

山
前
掲
論
文
）。
自
分
の
考
え
が
維
持
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
が
反
映
さ
れ

て
い
る
記
述
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

④
の
部
分
で
は
、
池
田
の
江
戸
屋
敷
も
地
震
・
台
風
の
被
害
を
受
け
復
旧
工
事
を

予
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
実
際
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
公
用
人
水
谷
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勘
右
衛
門
が
担
当
し
て
普
請
が
行
わ
れ
、
そ
の
褒
賞
と
し
て
安
政
五
年
一
二
月
に
年

寄
席
に
昇
格
し
た
。
昇
格
理
由
は
「
本
屋
敷
普
請
之
義
、
最
初
ゟ
格
別
差
は
ま
り
、

画
図
面
其
外
仕
様
ニ
至
迄
厚
心
を
用
、
取
掛
り
以
来
も
猶
更
出
精
い
た
し
、
尽
精
力

を
骨
折
候
故
、
此
程
皆
出
来
ニ
も
相
成
候
義
一
段
之
事
ニ
候
」
と
記
さ
れ
（
（1
（

る
。
台
風

被
災
後
四
か
月
後
に
は
普
請
完
成
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
素
早
い
復
旧
と
い
え

る
。
幕
府
諸
施
設
の
復
旧
に
つ
い
て
は
北
原
糸
子
が
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
（
（2
（
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
勘
定
奉
行
役
宅
は
神
田
橋
・
虎
門
外
と
も
に
安
政
三
年
一
一
月
と
一

二
月
に
風
損
（
安
政
東
日
本
台
風
）
か
ら
の
復
旧
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
ほ
ぼ

同
時
期
で
あ
る
。

⑤
の
部
分
に
な
る
と
、
再
び
家
臣
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
。「
武
司
」
と
は
前
掲

表
の
水
谷
武
次
（
治
）
の
こ
と
で
町
奉
行
の
目
安
方
で
あ
る
。
公
用
人
冨
田
小
源
太

の
跡
役
に
し
た
と
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
表
の
よ
う
に
安
政
三
年
正
月
「
江
戸
町

鑑
」
で
の
公
用
人
冨
田
小
源
太
が
同
年
中
春
「
江
戸
纏
一
覧
」
で
は
水
谷
武
治
に

な
っ
て
い
る
。
若
い
が
有
能
と
の
評
価
で
あ
る
。
水
谷
武
司
を
公
用
人
に
し
た
の
で

次
の
目
安
方
候
補
と
し
て
「
佐
助
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
表
の
通
り
和
住
佐
（
（2
（
助

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
書
状
の
構
想
の
通
り
に
佐
助
は
実
際
に
目
安
方
に
就
任
し
て

い
る
。

⑥
の
部
分
か
ら
は
、
こ
の
書
状
を
登
城
前
に
書
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か

に
こ
の
書
状
が
池
田
家
記
録
と
い
う
文
書
群
に
お
け
る
頼
方
書
状
三
通
（
六
―
二
九

三
、
六
―
二
九
六
）
の
な
か
で
は
一
番
読
み
づ
ら
い
。
急
い
で
書
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
日
に
老
中
阿
部
の
貿
易
開
始
再
諮
問
が
あ
っ
た
（
横
山
前
掲
論
文
）。「
登

城
」
の
用
件
は
こ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑦
尚
書
き
で
は
、
播
磨
新
宮
の
様
子
を
聞
い
て
い
る
。
た
だ
し
箱
根
以
西
は
台
風

被
害
が
少
な
い
と
の
認
識
は
誤
り
で
あ
る
。
吉
原
宿
・
掛
川
宿
の
甚
大
な
被
害
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
推
定
上
陸
地
は
静
岡
県
西
部
で
あ
（
（2
（
る
。
も
っ
と
も
、

金
屯
同
人
（
の
ち
の
仮
名
垣
魯
文
）『
安
政
風
聞
集
』
も
誤
認
し
て
い
る
の
で
や
む

を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
南
町
奉
行
池
田
頼
方
は
、
物
価
統
制
を
担
当
さ
せ
ら
れ
て
「
当
惑
」
し

「
大
弱
り
」
し
、「
風
評
」
に
「
立
腹
」
し
て
い
る
と
町
奉
行
自
身
の
個
人
的
感
情
が

赤
裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
点
は
大
変
興
味
深
い
。
し
か
し
、
前
掲
拙
稿
の
鳶
頭
喜
右

衛
門
の
よ
う
に
賃
金
統
制
違
反
で
重
敲
に
処
せ
ら
れ
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
原
因
で
死

亡
し
て
し
ま
っ
た
例
も
一
方
で
は
あ
る
。
政
策
担
当
者
と
政
策
対
象
者
の
関
係
は
同

時
代
を
生
き
た
人
間
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
非
対
称
で
あ
る
。

ま
た
、
①
⑤
に
見
ら
れ
る
家
臣
団
の
配
置
換
え
の
記
述
を
見
て
い
る
と
、
町
奉
行

の
内
与
力
と
し
て
有
能
か
ど
う
か
が
評
価
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
町
奉
行
の
責
務
を

果
た
す
た
め
に
は
、
町
奉
行
所
の
与
力
・
同
心
と
と
も
に
、
町
奉
行
の
家
臣
で
あ
る

内
与
力
の
個
々
の
能
力
も
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

最
後
に
こ
の
書
状
の
研
究
上
の
意
義
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
通
の
書
状
に
、
町

奉
行
を
勤
め
る
旗
本
内
部
の
人
事
、
江
戸
の
都
市
行
政
、
外
交
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
一
つ
の
人
格
の
な
か
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
前
二
者
は

旗
本
池
田
家
が
全
体
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

研
究
が
分
野
史
と
し
て
別
々
に
行
わ
れ
て
き
た
。
旗
本
研
究
、
都
市
社
会
史
研
究
、

対
外
関
係
史
を
緊
密
に
結
び
つ
け
て
分
析
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
こ
の
書
状
は
改

め
て
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
1
）
啓
明
会
は
一
九
一
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。
日
本
初
の
本
格
的
学
術
団
体
と
言
わ
れ

て
い
る
。
文
理
を
問
わ
ず
多
様
な
学
術
研
究
に
助
成
金
を
交
付
し
て
い
た
（
与
那
原

恵
『
歴
史
に
消
え
た
パ
ト
ロ
ン
―
謎
の
大
富
豪
、
赤
星
鉄
馬
』
中
公
文
庫
、
二
〇
二

四
年
、
原
著
は
二
〇
一
九
年
）。

（
2
）
池
田
恭
輔
家
文
書
（
た
つ
の
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
三
―
一
―
一
「
系

譜
」（
寛
政
一
一
年
）。
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（
3
）
砂
子
了
一
「
研
究
ノ
ー
ト　

江
戸
町
奉
行
播
磨
守
池
田
頼
方
」（『
歴
史
文
化
に
基

礎
を
お
い
た
地
域
社
会
形
成
の
た
め
の
自
治
体
等
と
の
連
携
事
業
』
六
、
二
〇
〇
八

年
）
表
１
（
池
田
頼
方
年
譜
）
に
よ
る
。

（
4
）
池
田
恭
輔
家
文
書
（
た
つ
の
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
三
―
七
九
「
御
家
来

世
代
幷
勤
仕
取
調
大
概
」。

（
5
）
北
原
糸
子
『
地
震
の
社
会
史
―
安
政
大
地
震
と
民
衆
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三

年
、
原
著
は
一
九
八
三
年
）、
杉
森
玲
子
『「
江
戸
大
地
震
之
図
」
を
読
む
』（
角
川

選
書
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

（
6
）
矢
田
俊
文
「
一
八
五
五
年
安
政
江
戸
地
震
と
一
八
五
六
年
安
政
台
風
の
被
害
数
」

（『
資
料
学
研
究
』
一
五
、
新
潟
大
学
、
二
〇
一
八
年
）
ほ
か
、
渡
辺
浩
一
「
一
八
五

六
年
（
安
政
三
）
東
日
本
台
風
の
被
害
状
況
と
江
戸
の
対
応
」（
渡
辺
浩
一
、
マ

シ
ュ
ー
・
デ
ー
ビ
ス
編
『
近
世
都
市
の
常
態
と
非
常
態
―
人
為
的
自
然
環
境
と
災

害
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
7
）
渡
辺
浩
一
「
災
害
と
都
市
社
会
」（
岩
淵
令
治
・
志
村
洋
編
『
日
本
近
世
史
を
見
通

す
』
五
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
三
年
）。

（
8
）
水
谷
勘
右
衛
門
の
経
歴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
安
政
二
年
一
〇
月
一
五
日
公
用

方
、
安
政
五
年
一
〇
月
九
日
（
頼
方
二
度
目
の
町
奉
行
就
任
日
）
公
用
方
、
同
年
一

二
月
二
九
日
年
寄
席
（
本
屋
敷
普
請
骨
折
り
に
つ
き
）、
安
政
七
年
二
月
若
殿
公
事

方
兼
勤
、
万
延
元
年
九
月
朔
日
家
老
、
文
久
元
年
一
〇
月
勝
手
方
（
大
金
借
入
骨
折

り
に
つ
き
）。
以
上
の
根
拠
は
、
池
田
恭
輔
家
文
書
三
―
七
一
「
御
判
物
・
御
書
付

留
帳　

天
保
十
五
辰
年
よ
り
文
久
二
戌
年
迄
」。

（
9
）
冨
田
小
源
太
の
経
歴
は
以
下
の
通
り
。
天
保
一
五
年
給
人
末
席
、
弘
化
二
年
給
人

順
席
・
玄
関
取
締
、
同
四
年
取
次
順
席
・
用
役
見
習
、
嘉
永
五
年
三
月
用
役
本
役

（
前
掲
「
御
判
物
・
御
書
付
留
帳　

天
保
十
五
辰
年
よ
り
文
久
二
戌
年
迄
」）。

（
10
）
前
掲
「
御
家
来
世
代
幷
勤
仕
取
調
大
概
」、
同
家
文
書
三
―
八
〇
、
明
治
三
年
「
御

代
々
様
よ
り
代
々
へ
被
下
置
候
御
書
付
之
写　

冨
田
小
源
太
」。

（
11
）
前
掲
「
御
判
物
・
御
書
付
留
帳　

天
保
十
五
辰
年
よ
り
文
久
二
戌
年
迄
」。

（
12
）
渡
辺
浩
一
「
安
政
期
江
戸
に
お
け
る
建
築
資
材
価
格
・
職
人
人
足
賃
銀
の
統
制
と

都
市
社
会
」（『
人
文
研
紀
要
』
一
〇
九
、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
二
四

年
）。

（
13
）
荒
川
英
俊
編
『
翻
刻
歴
史
史
料
叢
書
4　

近
世
気
象
災
害
誌
』（
ク
レ
ス
出
版
、
二

〇
〇
二
年
）。

（
14
）『
視
聴
草
』
九
（『
内
閣
文
庫
史
籍
叢
刊
』
特
刊
第
二
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
）。

（
15
）「
市
中
取
締
続
類
集
」
一
〇
五
、
コ
マ
八
七
～
八
八
、https://dl.ndl.go.jp/
pid/2588632/1/87

、
二
〇
二
五
年
七
月
七
日
ア
ク
セ
ス
。

（
16
）
西
田
幸
夫
『
考
証
江
戸
の
火
災
は
被
害
が
少
な
か
っ
た
の
か
？
―
歴
史
と
工
学
か

ら
わ
か
る
都
市
の
安
全
』
住
宅
新
報
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
17
）
尾
脇
秀
和
『
お
白
洲
か
ら
見
る
江
戸
時
代
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書
、
二
〇
二
二
年
）。

（
18
）
横
山
伊
徳
「
老
中
久
世
広
周
と
町
奉
行
所
諸
色
潤
沢
取
調
掛
御
用
鈴
木
藤
吉
郎
」

（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
二
七
、
二
〇
二
三
年
）。

（
19
）
前
掲
「
御
判
物
・
御
書
付
留
帳　

天
保
十
五
辰
年
よ
り
文
久
二
戌
年
迄
」。

（
20
）『
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
報
告
書　

1‌

8‌

5‌

5 

安
政
江
戸
地

震
』（
内
閣
府
、
二
〇
〇
四
年
）、https://w

w
w

.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun 
/kyoukunnokeishou/rep/1855_ansei_edo_jishin/pdf/1855-ansei-edo-
JISH

IN
_05_chap2.pdf

、
二
〇
二
四
年
七
月
八
日
ア
ク
セ
ス
。

（
21
）
和
住
佐
助
の
経
歴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
弘
化
三
年
二
月
一
〇
日
大
小
姓
末

席
、
嘉
永
元
年
八
月
御
山
方
本
役
・
御
元
締
添
役
書
役
、
嘉
永
五
年
大
小
姓
順
席
、

安
政
三
年
一
一
月
一
六
日
目
安
方
、
安
政
四
年
一
二
月
晦
日
給
人
次
席
（
町
奉
行
勤

役
中
骨
折
り
に
つ
き
）。
以
上
は
前
掲
「
御
判
物
・
御
書
付
留
帳　

天
保
十
五
辰
年

よ
り
文
久
二
戌
年
迄
」
に
よ
る
。

（
22
）
平
野
淳
平
・
財
城
真
寿
美
「
一
八
五
八
（
安
政
三
）
年
東
日
本
台
風
経
路
の
復

元
」（
前
掲
『
近
世
都
市
の
常
態
と
非
常
態
』）。

（
追
記
）
本
稿
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
研
究
「
播
磨
新
宮
池
田
家
記
録
に
見
る
幕
末

期
の
幕
政
・
市
政
・
家
政
」（
二
〇
二
五
年
度
）、「
播
磨
新
宮
池
田
家
記
録
か
ら
見
る
幕
末

期
江
戸
町
奉
行
池
田
頼
方
の
政
治
行
動
の
研
究
」（
二
〇
二
四
年
度
）
の
成
果
の
一
部
で
あ

る
。
渡
辺
以
外
の
メ
ン
バ
ー
は
、
岩
淵
令
治
、
菊
地
智
博
、
髙
山
慶
子
、
立
石
了
、
戸
森

麻
衣
子
、
横
山
伊
徳
（
敬
称
略
）。
以
上
の
方
々
か
ら
の
多
大
な
ご
教
示
に
感
謝
し
た
い
。
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